
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

詐欺にご注意！ください。 

 ◆屋根 瓦修理・外壁塗装◆ 
台風の被害、自然災害被害を理由に、罹災証明書、火災

保険を利用して修理ができますよ！は注意しましょう。一度

契約、代金を払ってしまうとお金を取り戻すのは難しいです。

現在松原地区で多発しています。 

昨今、新型コロナウイルス関連の悪徳商法や詐欺事件が多発しています。みなさま、十分ご注意ください。身

に覚えの無い商品の送りつけや、怪しい電話、訪問などがあったら一人で悩まず、警察や身近な方、世田谷区

消費者センター相談窓口若しくは、消費者ホットライン  １８８に電話し相談しましょう。 

◆ 再 度 １ ０ 万 円 の      

給付金詐欺◆ 
市区町村や総務省などが給付金のために、手数

料の振込みを求めることや電話やメールで口座番

号や暗証番号を問い合わせることはありません。 

◆根拠のない商品◆ 
「新型コロナウイルス予防に効果あり」とうたう

商品表示についても、注意。健康食品やアロ

マオイル、光触媒スプレーなどで予防効果を

裏付ける根拠は認められていません。 

 
困った！怪しい！と感じたら 

すぐに家族や身近な人に相談！ 

世田谷区消費者センター相談窓口ご案内 月曜～金曜 AM９時～PM４時３０分 

相談専用☎：03-3410-6522/高齢者６５歳以上☎：03-5486-6501 土曜 電話のみ AM９時から PM３時３０分 

日曜・祝日消費者ホットライン☎：188 午前１０時～午後４時 

社会福祉協議会松原地区事務局 

（松原まちづくりセンター内） 

担当：細渕（ほそぶち）・向坊（むかいぼう） 

電話：０７０－３９４６－９７９５ 

FAX：０３－６７３３－７９１０ 

令和 3年 1月 25日 


